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書籍訂正情報 

2025年 

第 57 回 社会保険労務士試験 

解答解説冊子 

 

（2026/01/05 現在） 

 

『2025年 社会保険労務士試験 無料成績診断』をご利用いただいた方、または『2026年

版 出る順社労士 必修基本書』に封入のアンケート葉書をご返送いただいた方へ特典とし

てお届けいたしました「2025年 第57回 社会保険労務士試験問題 解答解説冊子」（RU26005）

に関し、以下の誤りがございました。 

誠に恐縮ではございますが、該当箇所につきましてご訂正くださいますようお願い申し

上げます。 
 

・ 2026/01/05 更新分…ｐ.1 
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【2026/01/05 更新分】 
 

 
訂正箇所 

訂正内容 

訂正後 

訂正 

P64 

国民年金法 

〔問 ２〕 

解答・解説 

 

下記に差し替え（下線部が訂正部分） 

 

 

〔問 ２〕 解 答 Ｂ 

本問アからオまでのそれぞれの記述の正誤は以下のとおりである。したがって、

誤っている記述はア及びオの 2 つであり、Ｂが解答となる。 

ア 誤 被保険者（第 3号被保険者を除く）は、その資格の取得及び喪失並びに種

別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を「市町村

長」に届け出なければならない（法 12 条 1 項）。 

イ 正 本肢のとおりである（法 12 条 5 項）。 

ウ 正 本肢のとおりである（法 5条 7項）。 

エ 正 本肢のとおりである（国民年金法施行令（以下「令」とする）4条）。 

オ 誤 20 歳未満又は 60 歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得す

るに至った「日」に第 2号被保険者の資格を取得する（法 8条）。 

 

 

 

以上 


